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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 食品営業許可台帳 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

富岡保健福祉事務所 

個人情報ファイルの利用目的 営業施設情報の管理のため。 

記録項目 

１申請者氏名、２住所、３郵便番号、４電話番号、５

FAX番号、６メールアドレス、７営業施設の名称、８所

在地、９郵便番号、10電話番号、11FAX番号、12食品衛

生責任者の氏名及び資格、13業種、14業態、15食品衛生

管理者の氏名及び資格、16ふぐの処理を行う施設、17ふ

ぐ処理者の氏名、18認定番号等、19ふぐ営業届出年月

日、20事業承継の有無、21承継年月日、22承継の区分、

23許可番号、24許可年月日、25初回許可年月日、26許可

の始期、27許可の終期、28許可条件、29変更年月日、30

廃業年月日、31廃業理由、32備考 

記録範囲 
申請書を提出した者、食品衛生責任者、食品衛生管理

者、ふぐ処理者 

記録情報の収集方法 本人が提出する申請書及び届出書 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

☐含む   含まない 

記録情報の経常的提供先 有（ 食品・生活衛生課 食品衛生係 ） ☐無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県  生活こども部   

県民活動支援・広聴課  情報公開係 

（所在地）〒371-8570   

群馬県前橋市大手町１－１－１ 
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（名 称）群馬県 甘楽富岡振興局 

富岡保健福祉事務所 衛生係 

（所在地）〒370-8570 

群馬県富岡市田島３４３－１  

訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ■有 ☐無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

－ 

備   考  
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第３条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 精神保健福祉情報管理システム 

行政機関等の名称 群馬県知事 

個人情報ファイルが利用に供され
る事務をつかさどる組織の名称 

富岡保健福祉事務所 

個人情報ファイルの利用目的 精神障害者の入院期間等管理のため 

記録項目 

１対象者氏名、２性別、３年齢、４生年月日、５住所、

６保護者氏名、７続柄、８保護者住所、９入院形態、10

入院日、11 退院日、12病名、13 障害区分、14 医療機関

名、15 病状報告日、16備考 

記録範囲 精神病院から入院届、退院届、定期病状報告があった者 

記録情報の収集方法 精神病院からの届出による 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含む   ☐含まない 

記録情報の経常的提供先 ☐有（               ） 無 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

（名 称）群馬県  生活こども部   

県民活動支援・広聴課  情報公開係 

（所在地）〒371-8570   

群馬県前橋市大手町１－１－１ 

（名 称）群馬県 甘楽富岡振興局 

富岡保健福祉事務所 保健係 

（所在地）〒370-8570 

群馬県富岡市田島３４３－１  
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訂正及び利用停止に関する他の法
令の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第2項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    ☐有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の
募集をする個人情報ファイルであ
る旨 

☐該当   非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を
受ける組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情
報に関する提案をすることができ
る期間 

－ 

備   考  

 


